
 
1 年間でご契約いただき、専用居室及び共用部分をご利用いただく利用権方
式の契約です。（契約は自動更新です。なお、契約期間中の解約も可能です） 
 

＜毎月かかる費用の詳細＞ 
  入居契約に基づく請求内容 
 
 

①  家賃相当額 居室タイプＡ（19室）･･･ 75,000 円 
       居室タイプＢ（ 1 室）･･･ 95,000 円 
         居室タイプＣ（ 1 室）･･･ 85,000 円 
 

           
 
 
 
 
 ② 管 理 費   66,000 円（定額制）【非課税】 

③ 食 費   51,900 円（30 日で計算／実際に召し上がった分をご請求） 

※朝食 470 円・昼食 570 円・おやつ 120 円・夕食 570 円【税込】 

④ 水道光熱費  39,600 円（定額制）【税込】 

 

 

 

 

（介護予防）特定施設入居者生活介護契約に基づく請求内容 

 ⑤ 介護予防費用／介護費用（1日単位のご請求、金額は下記のとおり） 

要介護認定を受けられた方は、介護保険給付が受けられ介護予防費用又は介護費用の 1割・2割 

・3割負担でご利用いただけます。（1単位 10.27 円／6級地加算 2.7％有り） 

～ 要介護等区分と費用の内訳（1ヶ月を 30 日として計算）～ 

 介護度等 
介護及び介護予防

費用の見込み額 

介護保険による 

1 割負担額 

介護保険による 

２割負担額 

介護保険による 

３割負担額 

介護予防 
要支援 1 70,996 円 7,100 円 14,200 円 21,299 円 

要支援 2 115,311 円 11,532 円 23,063 円 34,594 円 

介 護 

要介護 1 196,732 円 19,674 円 39,347 円 59,020 円 

要介護 2 219,398 円 21,940 円 43,880 円 65,820 円 

要介護 3 243,450 円 24,345 円 48,690 円 73,035 円 

要介護 4 265,438 円 26,544 円 53,088 円 79,632 円 

要介護 5 289,151 円 28,916 円 57,831 円 86,746 円 

 自立（非該当） 70,200 円 ― ― ― 

※医療機関連携加算(1 月につき 80 単位)、夜間看護体制加算(1 日につき 10 単位／要介護のみ)、サービス 

提供体制加算Ⅰ(1日につき22単位)、介護職員処遇改善加算Ⅰ(合計単位の1000分の82に相当する単位数)、

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（合計単位の 1000 分の 18 に相当する単位数）、介護職員等ベースアップ等

支援加算（合計単位の 1000 分の 15 に相当する単位数）を含みます。 

※病院などを退院・退所して入居される場合、退院退所時連携加算（1日につき 30 単位／入居から 30 日間）

をご負担いただきます。 

※看取り介護を行った場合は看取り介護加算Ⅰをご負担いただきます。[死亡日以前 31 日以上 45 日以下:72

単位/日、死亡日以前 4日以上 30 日以下:144 単位/日、死亡日の前日及び前々日:680 単位/日、死亡日:1280

単位/日（要介護のみ）] 

    

計 157,500 円 



 

◆標準月額利用料の目安＜居室Ａタイプ入居の場合（1 ヶ月を 30 日として計算）＞ 
 

  家賃相当額、管理費、食費、水道光熱費、介護及び介護予防費用の合計標準月額利用料は

下記のとおりです。 

～ 合計標準月額利用料一覧 ～ 
 

要介護（支援）度区分 
介護保険を適用した場合

【１割負担】 

介護保険を適用した場合

【２割負担】 

介護保険を適用した場合

【３割負担】 

①  要支援 1 239,600 円 246,700 円 253,799 円 

②  要支援 2 244,032 円 255,563 円 267,094 円 

③   要介護 1 252,174 円 271,847 円 291,520 円 

④  要介護 2 254,440 円 276,380 円 298,320 円 

⑤  要介護 3 256,845 円 281,190 円 305,535 円 

⑥  要介護 4 259,044 円 285,588 円 312,132 円 

⑦  要介護 5 261,416 円 290,331 円 319,246 円 

⑧  非該当（自立） 302,700 円 
 
※1 ヶ月の日数、ご利用いただいた食数等により多少の変動がございます。 
※なお、嗜好品、紙おむつ、クリーニング（外注）等の実費は別途ご負担いただきます。 

 

 

 

 
※退去時の原状回復条件は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によります。 

 ・入居者負担：入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等 

 ・事業者負担：建物・設備等の自然的な劣化・損耗等（経年変化）及び入居者の通常の使用により生ずる損耗等（通常損耗） 

詳しい内容は契約時に入居契約書にてご説明いたします。 

 


